
一般社団法人ＡＷ検定協会（第41次）



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



運用規定

▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

第２条１項を新設、第５条を修正

「協会」⇒「移籍後の～地域協会」

新規追加



運用規定

▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

第６条、第７条を修正

資格証の交付までの規定を詳細に定めた

提出物の変更



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



運用規定

▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

ＡＷＳ資格証の有効期間は３年以内



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

Ⅰ類のみの受験不可。

Ⅰ類のみの受験不可、受験はⅡ類から



運用規定

▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

Ⅰ類は受験資格ではない

Ⅰ類でF姿勢免除

受験資格はⅡ類から、Ⅰ類資格で鋼製F姿勢免除



鋼管溶接 運用規定

▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

Ⅰ類は受験資格ではない

受験資格はⅡ類またはⅢ類



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

総合判定にⅠ類合格とⅠ類免除のケースを追記



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

総合判定にⅠ類合格とⅠ類免除のケースを追記

運用規定と文章は同じ

他の基準でも運用規定と試験基準の

「総合判定」の文章を合わせた



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

板厚12mmに変更



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

板厚12mmに変更



試験基準

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

試験体寸法の変更

・試験体板厚9ｍｍ⇒12ｍｍ

・ルート間隔25ｍｍ⇒27ｍｍ

・脚長の上限8.5ｍｍ⇒9.5ｍｍ

・試験体横幅125ｍｍ⇒130ｍｍ

（刻印2と3を打ち易くするため

試験体幅を5ｍｍ長くした。）

▼ 改定案

この刻印
を打ち易く

刻印を打ち易く

・対面溶接ビードの干渉防止

・曲げ試験片厚10㎜との整合

半自動溶接の入熱量を考慮



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

裏曲げ試験片の板厚を9⇒10mmに変更

Ａ種の裏曲げ試験片は、他の溶接と合わせて
厚10㎜とし、切削して仕上げる。



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

脚長の上限を8.5㎜⇒9.5㎜に変更
（半自動溶接の入熱量に適応）

脚長の上限を9.5ｍｍに変更



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

代替330㎜鋼製300㎜
⇒260㎜に変更
（引張試験なくなったため）

鋼製と代替は同形状

鋼製 代替
鋼製 1面

代替 3面

溶接スタートは

どちらからでも良い

マクロ試験片幅

40㎜⇒25㎜



運用規定・試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

（新規追加）代替受験で鋼製も合格できる

試験体形状同一で代替の中に鋼製の受験種目が含まれるため



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

（新規追加）鋼製と代替はいずれかを年次1回受験

代替受験で合格すれば鋼製資格も付与されるため



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

底面マクロの判定基準変更

マクロ試験片幅40㎜⇒25㎜に変更のため



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



工場、工事現場、鋼管、ロボット

▼ 改定案 刻印の受験事業者登録番号の記載方法

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

例）登録番号１２番の場合

改定前 ０１２（３桁必要）

改定後 １２（０不要）



鋼管溶接

▼ 改定案 ③④の２項目 ⇒ ③の１項目にまとめた

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

▼ 改定前



工場、工事現場、鋼管、ロボット

▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

・ 「総合判定」⇒運用規定と試験基準の両方に記載

・ 意味同じだが、文章表現が異なっていた

・ 運用規定の文章を調整し、試験基準も同じ文章にした

各規定・基準の本文をご確認願います。



または下限値の－0.3mm以内の場合は判定保留とし、総合判定時に試験片を持ちこみ合否を判

定する。

鋼管溶接

▼ 改定案 仮判定の記述をわかり易く

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

▼ 改定前

、実態に応じて「仮合格」→「判定保留」に修正



鋼管溶接

▼ 改定案 試験体の加工・組立の記載事項を判定基準にも記載

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

片側交互溶接を廃止

▼ 改定前



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

（新規）衝撃試験位置に刻印打刻

ＲＣ種

引張試験廃止により衝撃試験位置変更 刻印打刻



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

（新規）衝撃試験位置に刻印打刻

ＲＰ種



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

ＲＰ種のシーム位置変更

センシング位置と
干渉するため
シーム位置は
45度⇒90度に変更

90°

余盛の測定（Ｓ２）は
シームがある場合は
シームを避けて測定する



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

ＵＴ試験の判定範囲を変更

裏当て金の範囲は判定しない



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

マクロ試験の判定基準の変更

組立溶接内の欠陥と明らかに判断できる場合

⇒合否判定の対象外



試験基準
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

溶接条件は型式認証による

▼ 改定前

施工要領書の機種概要に溶接条件の記載をしていたが、誤記等が多く、
ロボット一覧にする際、誤記防止として溶接条件の要領書記載をなくしている。



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



工場・工事現場・鋼管
▼ 改定案 使用溶接機器の表の横線を削除

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

溶接機は使用するものを羅列すればよい
種目ごとに分けて記載する必要はない



工場・工事現場・鋼管・ロボット溶接
▼ 改定案 新規書式 曲げ試験記録の詳細記録用

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

試験機関で曲げ試験の欠陥の種類や数が

多く、従来の記録用紙に書ききれない場合
に使用する（底面マクロと同様）



工場・工事現場・鋼管・ロボット溶接
▼ 改定案 溶接試験記録に予め「無」を記載

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

試験機関の記入手間を削減



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

▼ 改定案 B)-15のQ＆Aを削除する

「試験基準及び判定基準」に明確に記載されているため



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

▼ 改定案 （新規追加）工事現場資格の種類と内容を説明

「○」は合格に必要な試験種目



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

▼ 改定案 （新規追加）工場・工事現場・鋼管Q＆Aをそのまま適用

受験事業所よりロボットでもワイヤカップブラシを
使用したいとの要望あり



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

評価委員会に加え専門部会の組織を明記



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

個別案件は評価部会を立上げ

評価部会は評価部会長と評価部会員で構成

評価委員会から選任 専門部会から選任

必要に応じ評価副部会長を選任する



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

業務期日の内容を変更

「申請日」を「初回の試験立会日」からに変更

計画作成に時間かかる場合あるため



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

協会から評価業務を中止する場合を追加

信頼関係を阻害する行為ある場合は協会から中止できる



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

有効期間が過ぎた場合の条件を追加



運用規定
▼ 改定案

一般社団法人AW検定協会（第41次改定）

更新回数の上限は２回とすることを追記



一般社団法人AW検定協会（第41次改定）


